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平成25年3月末に決算を迎えた弊社総幹事先DB年金の
うち、276件（基金型115件、規約型161件）につい
て、積立水準等の集計を行いましたのでご案内致します。

１．継続基準の積立水準※1の平均⇒1.12
　　99％のDB年金は継続基準による掛金の見直しは
　　必要ありませんでした。
　　　※1 純資産額÷責任準備金

２．非継続基準の積立水準※2の平均⇒1.35
　　82％のDB年金は非継続基準を満たしました。
　　※2 純資産額÷最低積立基準額（未認識額控除後）

◆ すべてのDB年金を対象とした集計ではないことにご留意ください。

【ご参考】 累積市場収益率（平成24年4月～平成25年3月）

◆市場インデックスは、以下の通りです。
国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
国内株式：TOPIX（配当込）
外国債券：シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
外国株式：MSCI-KOKUSAIインデックス(円ベース、税引前・配当込)

ＤＢ年金の平成25年3月決算
積立状況等

平成25年6月26日　No.336

※ご参考にＤＢ年金以外のお客様にも送付させて頂きます。
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① 継続基準の積立水準分布

・1．の「（数理上資産額＋許容繰越不足金）／責任準備金」が1.0未満であれば、責任準備金確保のため、
　掛金の見直しが必要です。
・2．の「純資産額／責任準備金」が1.0未満の場合は継続基準に抵触していますが、「（数理上資産額
　＋許容繰越不足金）／責任準備金」が1.0以上であれば、継続基準による掛金の見直しは不要です。
・3．の「純資産額／数理債務」が高い場合、積立不足が小さく、財政上の健全度が高いと言えます。
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２．純資産額/責任準備金

平均積立水準：1.26

【規約型】平均積立水準：1.26
【基金型】平均積立水準：1.26

1％が掛金見直し必要

平均積立水準：1.12

【基金型】平均積立水準：1.13
【規約型】平均積立水準：1.11

１．（数理上資産額＋許容繰越不足金）／責任準備金
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３．純資産額/数理債務
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平均積立水準：0.87

【規約型】平均積立水準：0.88
【基金型】平均積立水準：0.86

【ご参考】財政運営基準の見直し前後の貸借対照表イメージ

≪見直し前の貸借対照表≫

数理債務

未償却
過去勤務債務

純資産額

不足金

純資産額

不足金

数理債務

責任準備金

未償却
過去勤務債務

≪見直し後の貸借対照表≫

の部分が貸借対照表の範囲

◆財政運営基準の見直しにより、平成25年3月31日以降を基準日とする財政
　決算においては、それまでの財政決算とは貸借対照表の勘定科目が変更
　となりました。
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② 非継続基準の積立水準分布

・1．の「純資産額／最低積立基準額（未認識額控除後）」が0.82未満の場合は非継続基準に抵触します。
・「純資産額／最低積立基準額（未認識額控除後）」が0.82以上0.92未満の場合は過去3事業年度の分も
　考慮して、非継続基準の財政検証の判定を行います。
・「未認識額」とは適格年金から権利義務移転した場合等の経過措置（激変緩和措置）により最低積立
　基準額から控除できる額のことです。
・2．の「純資産額／最低積立基準額（未認識額控除前）」は、上記経過措置分の債務も加算した本来的な
　債務に対する積立比率です。

２．純資産額/最低積立基準額（未認識額控除前）

18％が非継続基準に抵触
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平均積立水準：1.15

【規約型】平均積立水準：1.22
【基金型】平均積立水準：1.04

平均積立水準：1.35

【基金型】平均積立水準：1.06
【規約型】平均積立水準：1.56

１．純資産額/最低積立基準額（未認識額控除後）
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③ 継続基準の予定利率

・継続基準の予定利率は2.0％から3.0％の設定が中心です。

※　同一制度で複数の予定利率を設定している場合は、最も低い率を集計対象としています。

④ 運用実績（時価ベース利回り）

・運用実績は各制度のポートフォリオ等によってばらつきが生じることがあります。
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平均予定利率：2.78％

【規約型】平均予定利率：2.77％

【基金型】平均予定利率：2.88％

平均運用実績：10.82％

【規約型】平均運用実績：11.23％
【基金型】平均運用実績：10.24％

【集計対象：過去1年間の決算先】
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【集計対象：過去1年間の決算先】
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⑤ 特別掛金の残余償却期間

・特別掛金の償却期間が長いと加入者の減少や基準給与の減少などによる将来の収入不足の影響を受け
  易くなります。
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⑥ 成熟度に関する指標

・制度設立後の経過年数に従って成熟度が徐々に高まっていくことは年金制度として自然な現象です。
・成熟度をみるポイントとしては、毎年の変動の状況（急上昇していないか）や、その要因（新規採用者
  の減少や事業所脱退に伴うもの等）があります。
・以下では成熟度をみるための代表的な指標をご案内します。

１． 受給者数/加入者数

平均残余償却期間：7年0ヶ月

【規約型】平均残余償却期間：6年11ヶ月
【基金型】平均残余償却期間：7年3ヶ月

平均比率：15.0％

【規約型】平均比率：9.9％

【基金型】平均比率：45.5％

※　事業報告書にかかる基礎数値として当社から報告している数値を集計しています。

※　同一制度で複数の特別掛金を設定している場合は、最長の残余償却期間を集計対象としています。

【集計対象：過去1年間の決算先】
　　　　　　　　　　　　（標準掛金がゼロの先を除く）
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　　　◆以下の平均値は、今回ご報告の決算月の２ヶ月前から過去１年間を対象期間として、
　 　　　弊社総幹事先ＤＢ年金の決算時の数値を集計して算定しています。
　　　　　・「③継続基準の予定利率」の「平均予定利率」
　　　　　・「⑤特別掛金の残余償却期間」の「平均残余償却期間」
　　　　　・「⑥成熟度に関する指標」の「平均比率」

以　上

２． 給付額
※１

/掛金額
※２

※１　給付額＝一時金給付額＋年金給付額（発生ベース）
※２　掛金額＝標準掛金+特別掛金+特例掛金（発生ベース）
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平均比率：105.7％

【規約型】平均比率：105.5％

【基金型】平均比率：106.9％
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